
令和７年４月１０日  

生活
せいかつ

指導部
し ど う ぶ

より 

～落ち着いた
お  つ   

学校
がっこう

生活
せいかつ

を送る
おく  

ために～ 

《
 

登
とう

下校
げこう

について》 

１ 生徒
せ い と

証明書
しょうめいしょ

は常に
つね  

持
も

ち歩
ある

くこと。 

２ 欠席
けっせき

、遅刻
ちこく

、早退
そうたい

をする場合
ばあい

は必ず
かなら  

１７：００までに学校
がっこう

に連絡
れんらく

をすること。 

※未成年者はできるだけ保護者
ほ ご し ゃ

から連絡
れんらく

を入
い

れること。 

３ 登
とう

下校
げこう

の際
さい

は、事故
じ こ

・トラブルを未然
みぜん

に防ぐ
ふせ  

ように、危険
きけん

を予測
よそく

し、回避
かいひ

すること。 

４ 本校
ほんこう

では、仕事先
しごとさき

の勤務
き ん む

時間
じ か ん

によっては５０ccのバイク通学
つうがく

を認
みと

める。バイク通
つう

学
がく

を希望
き ぼ う

する生徒
せ い と

は

必ず
かなら  

届け出
と ど  で

を提出
ていしゅつ

すること。 

※無許可
む き ょ か

のバイク通学
つうがく

や校外
こうがい

に駐 輪
ちゅうりん

していることが分かった
わ    

場合
ばあい

、施錠
せじょう

する。 

５ 自転車
じてんしゃ

通学
つうがく

するものは、自転車
じてんしゃ

利用中
りようちゅう

の対人
たいじん

賠償
ばいしょう

事故
じ こ

に備える
そ な え る

保険
ほ け ん

等
とう

のコピー
こ ぴ ー

を生活
せいかつ

指導部
し ど う ぶ

に必ず
かならず

提出
ていしゅつ

すること。またヘルメットも必ず着用
ちゃくよう

し、着用
ちゃくよう

するヘルメットを生活
せいかつ

指導部
し ど う ぶ

に見せ
み せ

に来る
く る

こ

と。 

６ 最 終
さいしゅう

下校
げこう

時刻
じこく

は午後
ご ご

９時
じ

３０分
ふん

とする。 

（部活動
ぶかつどう

などで下校
げこう

時間
じかん

を延 長
えんちょう

した場合
ばあい

は、午後
ご ご

９時
じ

４０分
ふん

とする。） 

７ 帰宅
きたく

予定
よてい

時刻
じこく

と帰宅
きたく

経路
けいろ

を保護者
ほ ご し ゃ

と確認
かくにん

すること。大規模
だ い き ぼ

災害
さいがい

時
じ

への備え
そな

にもなる。 

 

《校内
こうない

生活
せいかつ

について》 

１  校外
こうがい

学習
がくしゅう

、スポーツ大会
たいかい

、文化
ぶんか

祭
さい

、修 学
しゅうがく

旅行
りょこう

（３学年
がくねん

）、芸術
げいじゅつ

鑑賞
かんしょう

教室
きょうしつ

、人権
じんけん

教室
きょうしつ

、交通
こうつう

安全
あんぜん

教 室
きょうしつ

、セーフティ教 室
きょうしつ

、ボランティアの日
ひ

、薬物
やくぶつ

乱用
らんよう

防止
ぼうし

教 室
きょうしつ

、卒業生
そつぎょうせい

を送る
おく  

会
かい

などの学校
がっこう

行事
ぎょうじ

がある。積極的
せっきょくてき

に参加
さんか

すること。 

２  現在
げんざい

、バドミントン部
     ぶ

、バレーボール部
ぶ

、バスケットボール部
      ぶ

、音楽
おんがく

部
ぶ

、美術
びじゅつ

イラスト部
    ぶ

が活動
かつどう

し

ている。高校
こうこう

生活
せいかつ

を充 実
じゅうじつ

させるためにも部活
ぶかつ

に入る
はい  

ことを勧
すす

める。 

３  貴重品
きちょうひん

および授 業
じゅぎょう

に関係
かんけい

のないものは、トラブルのもとになるので学校
がっこう

に持参
じさん

しないこと。 

４  人間
にんげん

関係
かんけい

などの悩み
なや  

、交友
こうゆう

関係
かんけい

が 急
きゅう

に変わった
か    

場合
ばあい

（自分
じぶん

以外
いがい

の人
ひと

のことについても）は、学校
がっこう

へすぐに相談
そうだん

すること。本校では、スクールカウンセラーが毎週
まいしゅう

火曜
か よ う

・木曜日
もくようび

に来校
らいこう

している。ス

クールカウンセラーは生徒によって担当
たんとう

が違います。生徒は、担当のスクールカウンセラーに相談し

てください。また、月に 1回程度、巡回相談心理士が来校している。気軽
きがる

に相談
そうだん

してください。 

５  いかなる場合
ばあい

にも暴 力
ぼうりょく

（精神的
せいしんてき

ないじめを含む
ふく  

）を認めて
みと   

いない。本校
ほんこう

ではとても重い
おも  

指導
しどう

対 象
たいしょう



として位置
い ち

づける。暴 力
ぼうりょく

行為
こうい

やいじめに発展
はってん

するような人間
にんげん

関係
かんけい

やトラブルがあった、もしくは起
お

きそうな場合
ばあい

、すぐに担任
たんにん

の先生
せんせい

などに相談
そうだん

すること。 

６  学校
がっこう

では薬
やく

物
ぶつ

（危険
きけん

ドラッグ等
など

を含む
ふく  

）の乱用
らんよう

防止
ぼうし

に努めて
つと   

いる。一度
いちど

であっても絶対
ぜったい

に手
て

を

出さない
だ

こと。誰
だれ

に勧
すす

められても 断
ことわ

ること。 

７  学校
がっこう

の敷地内
しきちない

は全て
すべ  

禁煙
きんえん

である。校地内
こうちない

はもとより登
とう

下校
げこう

時
じ

も成人
せいじん

であっても喫煙
きつえん

は許
ゆる

しません。 

８  スマートフォンは、授 業 中
じゅぎょうちゅう

の使用
しよう

を原
げん

則
そく

認
みと

めない。（ 状 況
じょうきょう

によっては使用を許可することもあ

る。）また、SNS などへの書き込み
か  こ  

で人
ひと

を傷つけて
きず     

しまうこともある。モラルのある使
つか

い方
かた

をするこ

と。 

 

基本的
きほんてき

ルールを守らず
まも   

（授 業
じゅぎょう

妨害
ぼうがい

、器物
きぶつ

・施設
しせつ

損壊
そんかい

、喫煙
きつえん

、近隣
きんりん

への迷惑
めいわく

行為
こうい

、飲酒
いんしゅ

・酒気
しゅき

帯び
お  

登校
とうこう

など）、繰り返し
く   かえ  

指導
しどう

を受けて
う   

も改善
かいぜん

がみられない場合
ばあい

は、進路
しんろ

変更
へんこう

を勧告
かんこく

する場合
ばあい

がある。  
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